
議案第 １ 号

沖縄県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則について

以下の理由により、沖縄県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する

規則案を別紙のとおり提出する。

令和５年９月14日提出

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

理 由

県立学校の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務

の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を定

める必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。



（別紙）

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資する

ため、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号。次条にお

いて「法」という。）第７条第１項に規定する指針（次条において「指針」という。）に基づき、教育職

員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福

祉の確保を図るための措置を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 正規の勤務時間 沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和47年沖縄県条例第43

号）第２条に規定する勤務時間をいう。

⑵ 教育職員 法第２条第２項の教育職員のうち沖縄県立高等学校等の設置に関する条例（昭和47年沖縄

県条例第22号）第１条の県立学校に勤務する者をいう。

⑶ 在校等時間 指針に規定する在校等時間をいう。

⑷ 所定の勤務時間 正規の勤務時間から休日等（沖縄県職員の給与に関する条例（昭和47年沖縄県条例

第53号）第23条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。）における正規

の勤務時間を除いたものをいう。

（業務量の適切な管理）

第３条 沖縄県教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間

を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

⑴ １か月につき45時間

⑵ １年につき360時間

２ 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴

い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわら

ず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするた

め、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

⑴ １か月につき100時間未満

⑵ １年につき720時間

⑶ １か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の１か月、２か月、３か月、４か月及び５か月の期

間を加えたそれぞれの期間において１か月当たりの平均時間につき80時間

⑷ １年のうち１か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき

６か月

（補則）

第４条 この規則に定めるもののほか、教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項

は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。



規則案の概要の説明
部課名 教育庁学校人事課

１ 件名

沖縄県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

２ 制定の経緯及び必要性

⑴ 文部科学省が平成31年１月に策定した公立学校の教師の勤務時間の上限に関す

るガイドラインを、法的根拠のある指針に格上げし、教育職員の在校等時間の縮

減の実効性の強化その他公立の義務教育諸学校等における働き方改革を推進する

ため、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46

年法律第77号）の一部が改正され、令和２年４月１日から、文部科学大臣は、教

育職員の業務量の適切な管理等に関する指針を策定及び公表することとなった。

⑵ ⑴を踏まえ、県は、令和２年度に義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関す

る特別措置条例（昭和47年沖縄県条例第97号）の一部を改正し、教育職員が正規

の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職

員の健康及び福祉の確保を図るための措置（以下「措置」という。）は、⑴の指

針に基づき、教育職員の服務を監督する教育委員会が定めるところにより行うも

のとした。

⑶ 現時点において、県立学校の教育職員に係る措置については、県立学校の教育

職員の勤務時間の上限に関する方針（令和２年３月）により定めているところで

あるが、⑴のとおり、国がガイドラインを指針に格上げし、その実効性を強化し

たことに鑑み、県教育委員会においても、当該措置を規則で定め、その実効性を

強化する必要がある。

３ 規則案の概要

⑴ 趣旨について定める。（第１条）

⑵ 定義について定める。（第２条）

⑶ 教育委員会は、教育職員が所定の勤務時間以外の時間において業務を行う時間

を、１か月に45時間以内かつ１年に360時間以内とするため、教育職員の業務量

の適切な管理を行うものとする。（第３条第１項）

⑷ 教育委員会は、⑶にかかわらず、通常予見することのできない業務量の大幅な

増加等があった場合には、教育職員が所定の勤務時間以外の時間において業務を

行う時間を、１か月に100時間未満かつ１年に720時間以内等とするため、教育職

員の業務量の適切な管理を行うものとする。（第３条第２項）

⑸ この規則に定めるもののほか教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置

に関し必要な事項については、教育委員会が別に定める。（第４条）

⑹ この規則は、公布の日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

⑴ 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法

律第77号）

⑵ 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和47年沖縄県



条例第97号）第６条第３項

５ 添付資料

⑴ 根拠法令等の参照条文

⑵ その他参考となる資料



参 照 条 文
○ 公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等

に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 七

十 七 号 ）

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 法 律 は 、 公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育

職 員 の 職 務 と 勤 務 態 様 の 特 殊 性 に 基 づ き 、 そ の 給 与

そ の 他 の 勤 務 条 件 に つ い て 特 例 を 定 め る も の と す

る 。
（ 定 義 ）

第 二 条 （ 略 ）

２ こ の 法 律 に お い て 、 「 教 育 職 員 」 と は 、 義 務 教 育

諸 学 校 等 の 校 長 （ 園 長 を 含 む 。 次 条 第 一 項 に お い て

同 じ 。 ） 、 副 校 長 （ 副 園 長 を 含 む 。 同 項 に お い て 同

じ 。 ） 、 教 頭 、 主 幹 教 諭 、 指 導 教 諭 、 教 諭 、 養 護 教

諭 、 栄 養 教 諭 、 助 教 諭 、 養 護 助 教 諭 、 講 師 （ 常 時 勤

務 の 者 及 び 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間

勤 務 の 職 を 占 め る 者 に 限 る 。 ） 、 実 習 助 手 及 び 寄 宿

舎 指 導 員 を い う 。

（ 教 育 職 員 の 業 務 量 の 適 切 な 管 理 等 に 関 す る 指 針 の

策 定 等 ）

第 七 条 文 部 科 学 大 臣 は 、 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の

確 保 を 図 る こ と に よ り 学 校 教 育 の 水 準 の 維 持 向 上 に

資 す る た め 、 教 育 職 員 が 正 規 の 勤 務 時 間 及 び そ れ 以

外 の 時 間 に お い て 行 う 業 務 の 量 の 適 切 な 管 理 そ の 他

教 育 職 員 の 服 務 を 監 督 す る 教 育 委 員 会 が 教 育 職 員 の

健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る た め に 講 ず べ き 措 置 に 関

す る 指 針 （ 次 項 に お い て 単 に 「 指 針 」 と い う 。 ） を

定 め る も の と す る 。

２ 文 部 科 学 大 臣 は 、 指 針 を 定 め 、 又 は こ れ を 変 更 し

た と き は 、 遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な

い 。
○ 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律

（ 昭 和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ）

（ 教 育 機 関 の 設 置 ）

第 三 十 条 地 方 公 共 団 体 は 、 法 律 で 定 め る と こ ろ に よ

り 、 学 校 、 図 書 館 、 博 物 館 、 公 民 館 そ の 他 の 教 育 機

関 を 設 置 す る ほ か 、 条 例 で 、 教 育 に 関 す る 専 門 的 、

技 術 的 事 項 の 研 究 又 は 教 育 関 係 職 員 の 研 修 、 保 健 若

し く は 福 利 厚 生 に 関 す る 施 設 そ の 他 の 必 要 な 教 育 機

関 を 設 置 す る こ と が で き る 。

（ 教 育 機 関 の 職 員 ）

第 三 十 一 条 前 条 に 規 定 す る 学 校 に 、 法 律 で 定 め る と

こ ろ に よ り 、 学 長 、 校 長 、 園 長 、 教 員 、 事 務 職 員 、

技 術 職 員 そ の 他 の 所 要 の 職 員 を 置 く 。

２ 前 条 に 規 定 す る 学 校 以 外 の 教 育 機 関 に 、 法 律 又 は

条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 事 務 職 員 、 技 術 職 員 そ

の 他 の 所 要 の 職 員 を 置 く 。

３ 前 二 項 に 規 定 す る 職 員 の 定 数 は 、 こ の 法 律 に 特 別

の 定 が あ る 場 合 を 除 き 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 条 例 で

定 め な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 臨 時 又 は 非 常 勤 の

職 員 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 職 員 の 身 分 取 扱 い ）

第 三 十 五 条 第 三 十 一 条 第 一 項 又 は 第 二 項 に 規 定 す る

職 員 の 任 免 、 人 事 評 価 、 給 与 、 懲 戒 、 服 務 、 退 職 管

理 そ の 他 の 身 分 取 扱 い に 関 す る 事 項 は 、 こ の 法 律 及

び 他 の 法 律 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 地 方 公

務 員 法 の 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 服 務 の 監 督 ）

第 四 十 三 条 市 町 村 委 員 会 は 、 県 費 負 担 教 職 員 の 服 務

を 監 督 す る 。

２ 県 費 負 担 教 職 員 は 、 そ の 職 務 を 遂 行 す る に 当 つ

て 、 法 令 、 当 該 市 町 村 の 条 例 及 び 規 則 並 び に 当 該 市

町 村 委 員 会 の 定 め る 教 育 委 員 会 規 則 及 び 規 程 （ 前 条

又 は 次 項 の 規 定 に よ つ て 都 道 府 県 が 制 定 す る 条 例 を

含 む 。 ） に 従 い 、 か つ 、 市 町 村 委 員 会 そ の 他 職 務 上

の 上 司 の 職 務 上 の 命 令 に 忠 実 に 従 わ な け れ ば な ら な

い 。

３ 県 費 負 担 教 職 員 の 任 免 、 分 限 又 は 懲 戒 に 関 し て 、

地 方 公 務 員 法 の 規 定 に よ り 条 例 で 定 め る も の と さ れ

て い る 事 項 は 、 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 。

４ 都 道 府 県 委 員 会 は 、 県 費 負 担 教 職 員 の 任 免 そ の 他

の 進 退 を 適 切 に 行 う た め 、 市 町 村 委 員 会 の 行 う 県 費

負 担 教 職 員 の 服 務 の 監 督 又 は 前 条 若 し く は 前 項 の 規

定 に よ り 都 道 府 県 が 制 定 す る 条 例 の 実 施 に つ い て 、

技 術 的 な 基 準 を 設 け る こ と が で き る 。

○ 公 立 学 校 の 教 育 職 員 の 業 務 量 の 適 切 な 管 理 そ



の 他 教 育 職 員 の 服 務 を 監 督 す る 教 育 委 員 会 が

教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る た め に

講 ず べ き 措 置 に 関 す る 指 針 （ 令 和 ２ 年 文 部 科

学 省 告 示 第 １ 号 ）

第 ２ 章 服 務 監 督 教 育 委 員 会 が 講 ず べ き 措 置 等

第 １ 節 業 務 を 行 う 時 間 の 上 限

⑴ 本 指 針 に お け る 「 勤 務 時 間 」 の 考 え 方

教 育 職 員 は 、 社 会 の 変 化 に 伴 い 児 童 生 徒 等 が

ま す ま す 多 様 化 す る 中 で 、 語 彙 、 知 識 、 概 念 が

そ れ ぞ れ 異 な る 一 人 一 人 の 児 童 生 徒 等 の 発 達 の

段 階 に 応 じ て 、 指 導 の 内 容 を 理 解 さ せ 、 考 え さ

せ 、 表 現 さ せ る た め に 、 言 語 や 指 導 方 法 を そ の

場 面 ご と に 選 択 し な が ら 、 適 切 な コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン を と っ て 授 業 の 実 施 を は じ め と し た 教 育

活 動 に 当 た る こ と が 期 待 さ れ て い る 。 こ の よ う

な 教 育 職 員 の 専 門 性 や 職 務 の 特 徴 を 踏 ま え 、 ま

た 、 教 育 職 員 が 超 勤 ４ 項 目 以 外 の 業 務 を 行 う 時

間 が 長 時 間 化 し て い る 実 態 も 踏 ま え る と 、 正 規

の 勤 務 時 間 外 に こ う し た 業 務 を 行 う 時 間 も 含 め

て 教 育 職 員 が 働 い て い る 時 間 を 適 切 に 把 握 す る

こ と が 必 要 で あ る 。

こ の た め 、 教 育 職 員 が 学 校 教 育 活 動 に 関 す る

業 務 を 行 っ て い る 時 間 と し て 外 形 的 に 把 握 す る

こ と が で き る 時 間 を 当 該 教 育 職 員 の 「 在 校 等 時

間 」 と し 、 服 務 監 督 教 育 委 員 会 が 管 理 す べ き 対

象 と す る 。

具 体 的 に は 、 正 規 の 勤 務 時 間 外 に お い て 超 勤

４ 項 目 以 外 の 業 務 を 行 う 時 間 も 含 め て 教 育 職 員

が 在 校 し て い る 時 間 を 基 本 と し 、 当 該 時 間 に 、

以 下 に 掲 げ る イ 及 び ロ の 時 間 を 加 え 、 ハ 及 び ニ

の 時 間 を 除 い た 時 間 を 在 校 等 時 間 と す る 。 た だ

し 、 ハ に つ い て は 、 当 該 教 育 職 員 の 申 告 に 基 づ

く も の と す る 。

イ 校 外 に お い て 職 務 と し て 行 う 研 修 へ の 参 加

や 児 童 生 徒 等 の 引 率 等 の 職 務 に 従 事 し て い る

時 間 と し て 服 務 監 督 教 育 委 員 会 が 外 形 的 に 把

握 す る 時 間

ロ 各 地 方 公 共 団 体 が 定 め る 方 法 に よ る テ レ

ワ ー ク （ 情 報 通 信 技 術 を 利 用 し て 行 う 事 業 場

外 勤 務 ） 等 の 時 間

ハ 正 規 の 勤 務 時 間 外 に 自 ら の 判 断 に 基 づ い て

自 ら の 力 量 を 高 め る た め に 行 う 自 己 研 鑽 の 時

間 そ の 他 業 務 外 の 時 間

ニ 休 憩 時 間

⑵ 上 限 時 間 の 原 則

服 務 監 督 教 育 委 員 会 は 、 そ の 所 管 に 属 す る 学

校 の 教 育 職 員 の 在 校 等 時 間 か ら 所 定 の 勤 務 時 間

（ 給 特 法 第 ６ 条 第 ３ 項 各 号 に 掲 げ る 日 （ 代 休 日

が 指 定 さ れ た 日 を 除 く 。 ） 以 外 の 日 に お け る 正

規 の 勤 務 時 間 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 除 い た 時

間 を 、 以 下 に 掲 げ る 時 間 の 上 限 の 範 囲 内 と す る

た め 、 教 育 職 員 の 業 務 量 の 適 切 な 管 理 を 行 う こ

と と す る 。

イ １ 日 の 在 校 等 時 間 か ら 所 定 の 勤 務 時 間 を 除

い た 時 間 の １ 箇 月 の 合 計 時 間 （ 以 下 「 １ 箇 月

時 間 外 在 校 等 時 間 」 と い う 。 ） 時 間4
5

ロ １ 日 の 在 校 等 時 間 か ら 所 定 の 勤 務 時 間 を 除

い た 時 間 の １ 年 間 の 合 計 時 間 （ 以 下 「 １ 年 間

時 間 外 在 校 等 時 間 」 と い う 。 ） 時 間3
6
0

⑶ 児 童 生 徒 等 に 係 る 臨 時 的 な 特 別 の 事 情 が あ る

場 合 の 上 限 時 間

服 務 監 督 教 育 委 員 会 は 、 児 童 生 徒 等 に 係 る 通

常 予 見 す る こ と の で き な い 業 務 量 の 大 幅 な 増 加

等 に 伴 い 、 一 時 的 又 は 突 発 的 に 所 定 の 勤 務 時 間

外 に 業 務 を 行 わ ざ る を 得 な い 場 合 に お い て は 、

⑵ の 規 定 に か か わ ら ず 、 教 育 職 員 の 在 校 等 時 間

か ら 所 定 の 勤 務 時 間 を 除 い た 時 間 を 、 以 下 に 掲

げ る 時 間 及 び 月 数 の 上 限 の 範 囲 内 と す る た め 、

教 育 職 員 の 業 務 量 の 適 切 な 管 理 を 行 う こ と と す

る 。
イ １ 箇 月 時 間 外 在 校 等 時 間 時 間 未 満1
0
0

ロ １ 年 間 時 間 外 在 校 等 時 間 時 間7
2
0

ハ １ 年 の う ち １ 箇 月 時 間 外 在 校 等 時 間 が 時4
5

間 を 超 え る 月 数 ６ 月

ニ 連 続 す る ２ 箇 月 、 ３ 箇 月 、 ４ 箇 月 、 ５ 箇 月

及 び ６ 箇 月 の そ れ ぞ れ の 期 間 に つ い て 、 各 月

の １ 箇 月 時 間 外 在 校 等 時 間 の １ 箇 月 当 た り の

平 均 時 間 時 間8
0



参照条文

○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例（昭和47年沖縄県条例第97号）

（定義）
第２条 この条例において、「義務教育諸学校等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する公
立の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校をいう。

２ この条例において、「教育職員」とは、義務教育諸学校等の主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助
教諭、養護助教諭、講師（常時勤務の者及び地方公務員法第22条の４第１項に規定する短時間勤務の職を
占める者に限る。）、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

（教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等）
第６条 教育職員については、正規の勤務時間（沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭
和47年沖縄県条例第43号。以下「勤務時間条例」という。）第２条に規定する勤務時間をいう。以下この
項及び第３項において同じ。）の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務（正規の勤務時間を超えて
勤務することをいい、休日等（給与条例第23条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給され
る日をいう。）において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。）を命じないものと
する。

２ 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のや
むを得ない必要があるときに限るものとする。
⑴ 校外実習その他生徒の実習に関する業務
⑵ 修学旅行その他学校の行事に関する業務
⑶ 職員会議に関する業務
⑷ 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に
必要な業務

３ 教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健
康及び福祉の確保を図るための措置は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
第７条第１項に規定する指針に基づき、教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行う
ものとする。

○沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和47年沖縄県条例第43号）

（１週間の勤務時間）
第２条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従
事する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり38時間45分とする。

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休業法」という。）第10条第
３項の規定により同条第１項に規定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤務」という。）の承認を受
けた職員（育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間
勤務職員等」という。）の１週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児
短時間勤務の内容（育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条
の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。）に従い、
任命権者が定める。

３ 地方公務員法第22条の４第１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」と
いう。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週
間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

４ 育児休業法第18条第１項又は沖縄県一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年沖縄県条例第
52号）第４条の規定により採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、第
１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり31時間までの範囲
内で、任命権者が定める。

５ 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務す
ることを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

（休日）
第７条 職員は、休日には特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務するこ
とを要しない。

２ 前項の休日とは、次の各号に掲げる日とする。
⑴ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
⑵ 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。）



⑶ ６月23日（沖縄県慰霊の日を定める条例（昭和49年沖縄県条例第42号）第２条に規定する慰霊の日）
３ 前項第１号に規定する休日（元日及び同日が日曜日にあたるときの１月２日を除く。）が週休日（土曜
日を除く。）に当たるときは、これに替えてその日の後日において最も近い休日でない正規の勤務時間の
割り振られている日を休日とする。

○沖縄県立高等学校等の設置に関する条例（昭和47年沖縄県条例第22号）

（設置）
第１条 県に、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に定める高等学校、特別支援学校及び中学校（以
下「県立学校」という。）を設置する。

○沖縄県職員の給与に関する条例（昭和47年沖縄県条例第53号）

（給与の減額）
第３条 職員が、沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例（昭和47年沖縄県条例第43号。以下
「勤務時間条例」という。）第６条に規定する正規の勤務時間（以下「正規の勤務時間」という。）中に勤
務しないときは、勤務時間条例第６条の２第１項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第７条
に規定する休日（勤務時間条例第７条の２第１項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振ら
れた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。）で
ある場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合（勤務時間条例第17条の規定に基づく組
合休暇、勤務時間条例第17条の２の規定に基づく介護休暇及び勤務時間条例第17条の３の規定に基づく介
護時間による場合を除く。）を除き、その勤務しない時間１時間につき、前条に規定する勤務１時間当た
りの給与額を減額して給与を支給する。

（休日勤務手当）
第23条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対してその
正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

２ 休日勤務手当の額は、前項に規定する勤務した時間１時間につき第２条に規定する勤務１時間当たりの
給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額とする。


